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登校時刻以前に気象等に関する警報等が発表された場合、次のとおりの対応とします。
※休校等が事前に判断できる場合は、前日から当日午前５：３０までにＨＰ掲載・メ
ール一斉発信にてお知らせします。

１ 避難指示(旧勧告) ◎登校せずに、自治体の指示に従って
標茶町又は居住地域に 「命を守る」行動を取ってください。
避難指示が発令された場合

☆標茶町に避難勧告が発令された場合
は、学校は臨時休校とします。
→ＨＰ掲載、メール一斉発信有り

２ 特別警報 ◎登校せずに、自治体の指示や気象警
標茶町又は居住地域に 報等に注意して、最大限の警戒をし
大雨特別警報 てください。
大雪特別警報
暴風特別警報 ☆標茶町に気象等に関する特別警報
暴風雪特別警報 が発表された場合は、学校は臨時休

が発表された場合 校とします。
→ＨＰ掲載、メール一斉発信有り

３ 警 報
標茶町又は居住地域に ◎居住している地域のＪＲ・バス等の
大雨警報 公共交通機関が運休となるなど通学
大雪警報 が困難な場合は、登校せずに自宅待
暴風警報 機してください。
暴風雪警報
洪水警報 ☆学校は原則として授業を行います。

が発表された場合 ☆ただし、気象状況や公共交通機関の
運行状況により、臨時休校、授業開
始時間の変更、授業の打ち切りを実
施する場合はＨＰ掲載、メール一斉
発信を行います。

＜ お 願 い ＞
気象状況、道路状況や公共交通機関の運行状況は居住地域によって異なりますの

で、ご家庭で通学困難と判断した場合は、安全を優先し自宅待機をしてください。
その際は、自宅待機する旨、学校へ電話連絡をお願いします。

【補足事項】
(１)臨時休校等を決定した時点で、「学校ホームページ」及び「メール一斉発信」に

てお知らせします。「安心安全一斉メール配信サービス」への登録をお願いしま
す。生徒自身の登録も可能です。

(２)登校後に、非常変災により緊急の対応が必要となった場合（生徒を下校させる、
学校待機、保護者に迎えに来ていただく等下校方法の相談、等）、「学校ホーム
ページ」及び「メール一斉発信」、必要に応じ個別に電話にてお知らせします。

(３)ご家庭で通学困難を判断した場合でも災害対応による出席停止となりますので、
単位取得等に係わり不利益を被ることはありません。


